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区域計画の認定について 

 

令 和 ２ 年 ９ 月 1 4 日 
内閣府特命担当大臣（地方創生） 
北 村 誠 吾 

 

区域計画の認定申請のあった区域会議と、規制の特例措置（特定事業）等は、以下のとおり。 

  

１． 東京圏 区域会議  

【９月10日開催、９月10日申請、新規５事業】 
 

（１）都市計画の決定等に係る都市計画法の特例（２事業） 
産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、以下の地区における

施設等の整備に際し、都市計画決定等のワンストップ処理を可能とする。 

○内神田一丁目地区：三菱地所株式会社【令和４年度着工予定】 

○東池袋一丁目地区：住友不動産株式会社【令和４年度着工予定】 

 

（２）二国間協定に基づく外国医師の業務解禁 
増大する外国人患者のニーズに応えるため、二国間協定の締結又は変更により、以下の医療機関

において、次の通り外国医師を新たに受け入れ、診療を実施する。 

○アメリカンクリニック東京：アメリカ人１名【令和２年12月より実施】 

 

（３）海外大学卒業外国人留学生の就職活動継続に係る在留資格に関する特例（２事業） 
以下に掲げる地域に所在し、かつ、当該地域を管轄する地方公共団体から一定の要件を満たして

いることの確認を受けた日本語教育機関を卒業した一定の要件を満たす外国人留学生については、

卒業後の就職活動の延長のための在留資格「特定活動」を特例的に認めることにより、外国人留学

生の日本企業への就職を促進する。 

○千葉市全域【直ちに実施】 

○成田市全域【直ちに実施】 

 

 

２． 関西圏 区域会議  

【９月10日開催、９月10日申請、新規１事業】 

（１）児童福祉法の特例 
兵庫県西宮市において、保育の需要に応ずるため、原則として０歳児から２歳児を対象としている

小規模認可保育所における対象年齢を拡大し、小規模保育事業者が自らの判断で、０歳児から５歳

児までの一貫した保育や、３歳児から５歳児のみの保育等を行う。【令和３年度より実施】 
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３． 福岡市・北九州市 区域会議  

【９月10日開催、９月10日申請、新規１事業、変更１事業】 

（１）エリアマネジメントに係る道路法の特例【変更】 
tugu.town黒崎実行委員会が、道路法の特例を活用し、イベント開催時におけるカフェ、ベンチの設

置等により、都市型ＭＩＣＥの魅力向上及び都市観光の推進等を図る。 

※既に認定を受けているtugu.town黒崎実行委員会の黒崎10号線、熊手５号線（カムズ通り）の適

用区域拡大 

 

（２）特別加算の規定の適用に係る高度専門職省令の特例 
福岡市が認定した企業で就労する外国人を、高度外国人材に対するポイント制による出入国管理

上の優遇措置を講ずる制度の特別加算の対象とし、十点を加算する。【令和２年９月より実施予定】 

 

 

４． 愛知県 区域会議  

【９月10日開催、９月10日申請、新規１事業】 

（１）海外大学卒業外国人留学生の就職活動継続に係る在留資格に関する特例 
以下に掲げる地域に所在し、かつ、当該地域を管轄する地方公共団体から一定の要件を満たして

いることの確認を受けた日本語教育機関を卒業した一定の要件を満たす外国人留学生については、

卒業後の就職活動の延長のための在留資格「特定活動」を特例的に認めることにより、外国人留学

生の日本企業への就職を促進する。 

○愛知県全域【直ちに実施】 

 


